
                     留萌保健医療福祉圏域連携推進会議設置要綱 新旧対照表               《別添２》 

改正後 改正前 

留萌保健医療福祉圏域連携推進会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 地域における保健医療福祉施策の総合的かつ一体的な推進と、地

域医療構想の達成を推進するための協議を行うため、留萌保健医療福祉

圏域連携推進会議（以下「連携推進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 連携推進会議は、次の事項について取り組むものとする。 

（１）地域の保健医療福祉に関すること。 

（２）北海道医療計画（地域医療構想含む。）に関すること。 

（３）その他、連携推進会議の目的達成のため必要と認められる事項 

 

（組織） 

第３条 連携推進会議は、次に掲げる各号の関係団体等のうちから留萌振

興局保健環境部長が指定する。 

（１）保健医療福祉サービスの受益団体 

（２）保健医療福祉サービスの提供団体 

（３）関係行政機関 

（４）その他必要と認められる団体等 

 

２ 連携推進会議に委員の互選により、会長を置く。 

３ 連携推進会議に副会長を１名置き、委員のうちから会長が指名する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第４条 会議は、必要の都度会長が招集する。 

２ 会長は、必要に応じて、委員以外の者を出席させることができる。 
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（専門部会）                

第５条 連携推進会議は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、会長が指名する連携推進会議の委員及び委員以外の有

識者をもって構成する。 

 

（事務局） 

第６条 事務局は、留萌振興局保健環境部保健行政室企画総務課に置く。 

 ２ 事務局は、連携推進会議の庶務を処理する。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、連携推進会議の運営に関し必要な

事項は、会長が連携推進会議に諮って定める。 

 

 附則 

この要綱は、平成２０年１０月 ３日から施行する。 

この要綱は、平成２２年 ５月２５日から施行する。 

この要綱は、平成２３年 ３月 ４日から施行する。 

この要綱は、平成２４年 ８月 ８日から施行する。 

この要綱は、平成２９年 ３月２４日から施行する。 

この要綱は、平成３０年 ３月２２日から施行する。 

この要綱は、令和６ 年 ６月２７日から施行する。 

この要綱は、令和７ 年 ８月１２日から施行する。 
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委員名簿 

 

委員構成団体等 

保健医療福祉サービス受益団体 

 削除 

留萌地区身体障がい者福祉協会 

留萌地区市町村社協連絡協議会 

留萌管内老人福祉施設協議会 

＊地域医療を守る会「折り鶴」 

保健医療福祉サービス提供団体 

 一般社団法人 留萌医師会 

一般社団法人 留萌歯科医師会 

一般社団法人 北海道薬剤師会留萌支部 

公益財団法人 北海道看護協会留萌支部 

公益財団法人 北海道栄養士会留萌支部 

留萌管内ケアマネジャー連絡協議会 

留萌管内基幹相談支援センターうぇるデザイン 

＊留萌市立病院 

＊北海道立羽幌病院 

＊天塩町立国民健康保険病院 

＊留萌記念病院 

削除 

関係行政機関 

 留萌市 

増毛町 

小平町 

苫前町 

羽幌町 

初山別村 

遠別町 

天塩町 

 ＊＝留萌区域医療構想調整会議から移行した団体等 

 

 

 

 
 

委員名簿 

 

委員構成団体等 

保健医療福祉サービス受益団体 

 留萌市身体障害者福祉協会 

留萌地区身体障がい者福祉協会 

留萌地区市町村社協連絡協議会 

留萌管内老人福祉施設協議会 

＊地域医療を守る会「折り鶴」 

保健医療福祉サービス提供団体 

 一般社団法人 留萌医師会 

一般社団法人 留萌歯科医師会 

一般社団法人 北海道薬剤師会留萌支部 

公益財団法人 北海道看護協会留萌支部 

公益財団法人 北海道栄養士会留萌支部 

留萌管内ケアマネジャー連絡協議会 

留萌管内基幹相談支援センターうぇるデザイン 

＊留萌市立病院 

＊北海道立羽幌病院 

＊天塩町立国民健康保険病院 

＊留萌記念病院 

＊荻野病院 

関係行政機関 

 留萌市 

増毛町 

小平町 

苫前町 

羽幌町 

初山別村 

遠別町 

天塩町 

 ＊＝留萌区域医療構想調整会議から移行した団体等 

 

 

 

 
 


